
補助金の概要

令和８年度
長崎県こども場所推進事業費補助金

＜申請受付期間＞
令和８年４月２８日（火）～令和８年６月２６日（金）

※申請には「ながさきこども場所充実アクション」への
登録が必要となります！

←アクションへの登録は
こちらから！

体験提供立上げ支援

１８歳未満のこどもを主たる対象と
した、こども向け体験・交流活動
（原則新規事業）

月１回以上または年間12回以上の
活動継続が見込まれる以下の取組
・学習の場の提供（学習支援等）
・食を通じた交流の場の提供
・遊びの場の提供 等

対象事業

「ながさきこども場所充実アクショ
ン」に登録し、継続的に活動してい
る又は今後継続的に活動する２名以
上の団体等

「ながさきこども場所充実アク
ション」に登録し、以下のいずれ
かを満たす団体等
・新たにこども場所を立ち上げる
団体等

・立ち上げ後、1年未満の子ども
場所を運営している団体等

対象者

＜事業概要＞

詳細はこちら！

「こども場所」とは安全・安心で多様な居場所、
チャレンジとワクワクが体験できる機会や場所
のことです。
県では、こども場所の充実を目指す団体等へ
補助金による支援を行います！

詳細はこちら！

お問い合わせ：長崎県こども政策局こども未来課地域子育て推進班
TEL 095-895-2685 Mail kodomobasho@pref.nagasaki.lg.jp

「こども場所」とは・・・

＜補助上限・率＞
２０万円（１０/１０）※講師謝金、教材費、消耗品費等が対象となります。

＜補助対象期間＞
補助金の交付決定日～令和９年１月３１日（日）


